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   府中市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 府中市附属機関の設置等に関する条例（平成２７年３月府中市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

（【  】は注記である。） 

改正後 改正前 

別表（第２条～第５条） 別表（第２条～第５条） 

１ 府中市長の附属機関 １ 府中市長の附属機関 

名称 所掌事項 
委員 

定数 任期 

省 略 

府中市総合計

画重点プロジ

ェクト推進協

議会 

 

 

 

府中市総合計画重点プロジェクトの推

進に関する事項その他市長が必要と認

める事項 

１２人以内 ３年 

府中市緑と公

園協議会 

 

(1) 府中市緑の基本計画の推進に関す

る事項 

(2) 市立公園等の整備、管理及び運営

に関する事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長

が必要と認める事項 

１２人以内 ２年 

省 略 
 

名称 所掌事項 
委員 

定数 任期 

省 略  
府中市総合計

画重点プロジ

ェクト（府中

市まち・ひと・

しごと創生総

合戦略）推進

協議会 

府中市総合計画重点プロジェクト（府

中市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

の推進に関する事項その他市長が必要

と認める事項 

１２人以内 ３年 

府中市緑の基

本計画検討協

議会 

 

 

 

府中市緑の基本計画の案に関する事項

その他市長が必要と認める事項 

１０人以内 ２年 

省 略 
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府中基地跡地

新公園検討協

議会 

府中基地跡地留保地及び米軍通信施設

跡地利用計画に基づき、新たに整備す

る公園に関する事項その他市長が必要

と認める事項 

１２人以内 ２年 

 

【追 加】 

 

２ 省 略 ２ 省 略 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当等に関する条例の一部改正） 

２ 非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当等に関する条例（昭和３１年１２月府中市条例第２８号）の一部を次のように改正

する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

（【  】は注記である。） 

改正後 改正前 

別表第１（第２条） 別表第１（第２条） 

特別職の職員の報酬の支給単位及び額 特別職の職員の報酬の支給単位及び額 

職  名 報酬の支給単位及び額 

省 略 

総合計画重点プロジェクト推進協議会

委員 
日額 １１，０００円 

省 略 

緑と公園協議会委員 日額 １１，０００円 
 

職  名 報酬の支給単位及び額 

省 略 

総合計画重点プロジェクト（まち・ひと・

しごと創生総合戦略）推進協議会委員 
日額 １１，０００円 

省 略 

緑の基本計画検討協議会委員 日額 １１，０００円 
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省 略 

文化芸術推進計画検討協議会委員 日額 １１，０００円 

府中基地跡地新公園検討協議会委員 日額 １１，０００円 

省 略 
 

省 略 

文化芸術推進計画検討協議会委員 日額 １１，０００円 

【追 加】 

省 略 
 

備考 省 略 備考 省 略 

 


